
 

(単位： 百万円)

金額 金額

764 ,633                      6 ,375 ,196                   

預 貯 金 764,633                             支 払 備 金 22,996                               

74 ,996                       責 任 準 備 金 6,352,199                          

2 ,078 ,352                   5 ,847                         

3 ,451 ,044                   22 ,051                       

国 債 18,884                               72 ,286                       

社 債 67,776                               未 払 法 人 税 等 8                                       

外 国 証 券 1,801,060                          未 払 金 366                                   

そ の 他 の 証 券 1,563,322                          未 払 費 用 5,459                                 

261 ,512                      預 り 金 63,330                               

保 険 約 款 貸 付 237                                   金 融 派 生 商 品 383                                   

一 般 貸 付 261,275                             リ ー ス 債 務 942                                   

1 ,051                         資 産 除 去 債 務 185                                   

建 物 236                                   仮 受 金 1,609                                 

リ ー ス 資 産 728                                   11                             

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 86                                     198 ,184                      

11 ,570                       6 ,673 ,577                   

ソ フ ト ウ ェ ア 11,464                               

リ ー ス 資 産 105                                   41 ,060                       

29 ,533                       24 ,735                       

37 ,419                       資 本 準 備 金 24,735                               

未 収 金 14,627                               180 ,820                      

前 払 費 用 1,178                                 利 益 準 備 金 16,315                               

未 収 収 益 13,365                               そ の 他 利 益 剰 余 金 164,505                             

預 託 金 5,824                                 繰 越 利 益 剰 余 金 164,505                             

金 融 派 生 商 品 1,106                                 246 ,615                      

仮 払 金 1,313                                 △73,053 

そ の 他 の 資 産 4                                       △23,405 

113 ,623                      △96,459 

△4 150 ,156                      

6 ,823 ,733                   6 ,823 ,733                   

資 本 金

負債及び純資産の部合計

株 式 給 付 引 当 金

純 資 産 の 部 合 計

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

利 益 剰 余 金

資 本 剰 余 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

株 主 資 本 合 計

（純資産の部）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

2022年度末（2023年3月31日現在）貸借対照表

科    目 科    目

（資産の部） （負債の部）

買 入 金 銭 債 権

金 銭 の 信 託 代 理 店 借

有 価 証 券 再 保 険 借

そ の 他 負 債

貸 付 金

有 形 固 定 資 産

価 格 変 動 準 備 金

負 債 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計

無 形 固 定 資 産

再 保 険 貸

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金



 
 

(貸借対照表の注記)

１.

２.

　なお、小区分は次のとおり設定しております。
　　個人保険・個人年金保険
　　　ただし、一部保険種類・保険契約を除く。

（追加情報）

３. 　デリバティブ取引（金銭の信託において信託財産として運用しているデリバティブ
取引を含む）の評価は時価法によっております。

４.

５.

６.

　有形固定資産の減価償却の方法は、次の方法によっております。
（１）建物及びその他の有形固定資産（リース資産を除く）
　　　　定額法を採用しております。
（２）リース資産
　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
　　　　す。
　なお、その他の有形固定資産のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについて
は、３年間で均等償却を行っております。

貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上して
おります。

破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下｢破綻
先｣という)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下｢実質破綻先｣と
いう)に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除し、その残額を計上することとしております。また、現状、経営破綻の
状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下｢破綻懸
念先｣という)に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要
と認める額を計上することとしております。上記以外の債権については、過去の一定期
間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上することとし
ております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上
記の引当を行っております。

２０２２年度末

　外貨建資産・負債は３月末日の為替相場により円換算しております。

　有価証券（買入金銭債権及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証
券を含む）はすべて時価のあるものであり、その評価は次のとおりであります。
（１）売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均法）
（２）「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取
　　扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２１号）に基づく責任準備金
　　対応債券については移動平均法による償却原価法（定額法）
（３）その他有価証券については３月末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算
　　定は移動平均法）
　　　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理し
　　ております。ただし、外貨建債券については、外国通貨による時価の変動に係る
　　換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については、為替差損益として処理す
　　る方法を採用しております。

　「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱
い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２１号）に基づく責任準備金対応債
券を保有しております。
　責任準備金対応債券に関するリスク管理方針の概要は以下のとおりであります。

　保険商品の特性に応じて通貨別に小区分を設定し、リスク管理を適切に行うために各
小区分を踏まえた全体的な資産運用方針と資金配分計画を策定しております。
　また、責任準備金対応債券と責任準備金のデュレーションが一定幅の中で一致してい
ることを定期的に検証しております。

　当年度より、個人保険・個人年金保険（豪ドル建及びニュージーランドドル建）の小
区分を廃止し、当該小区分で保有していた責任準備金対応債券をその他有価証券に振り
替えております。これは、当該小区分に係る責任準備金残高の減少に伴い、ＡＬＭ（資
産負債総合管理）の効率化を図ったこと等によるものです。
　この変更により、2022年９月30日の振替時点において、有価証券のうち外国証券が
19,686百万円減少、その他有価証券評価差額金が14,173百万円減少、繰延税金資産が
5,512百万円増加しております。この変更による損益への影響はありません。



 

 

 

 

７.

８.

９.

１０.

１１.

１２.

１３.

従業員及び執行役員の賞与に充てるため、当年度末における支給見込額を未払費用に
計上しております。

　責任準備金の積立方法
　期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づ
く将来における債務の履行に備えるため、保険業法第１１６条第１項に基づき、保険料
及び責任準備金の算出方法書（保険業法第４条第２項第４号）に記載された方法に従っ
て計算し、責任準備金を積み立てております。
　責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。
（１）標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵
　　省告示第４８号）
（２）標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式。ただし、特
　　別勘定にかかる保険料積立金については、保険業法施行規則第６９条第４項第３号
　　に定める方式。
　なお、責任準備金については、保険業法第１２１条第１項及び保険業法施行規則
第８０条に基づき、毎決算期において責任準備金が適正に積み立てられているかどうか
を、保険計理人が確認しております。
　責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第１１６条及び保険業法施行規則
第６９条第１項第３号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、
将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。

　保険料の計上基準
　初回保険料は、原則として、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものにつ
いて、当該収納した金額により計上しております。
　また、２回目以降保険料は、収納があったものについて、当該金額により計上してお
ります。

　価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定に基づき算出した額を計上しておりま
す。

　「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第１４号）に従い、変動金
利の利付債券等に対する金利変動リスクのヘッジ（包括ヘッジ）として、金銭の信託に
おいて信託財産として運用している金利スワップ取引の一部については、繰延ヘッジ処
理及びヘッジ有効性の評価を行っております。ヘッジの有効性の評価はヘッジ対象と
ヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、
高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
　また、ＡＬＭ（資産負債総合管理）における金利変動リスクを適切にコントロールす
る目的で金銭の信託において信託財産として運用している金利スワップ取引の一部につ
いては、「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」
（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２６号）に基づく繰延ヘッジ処理及び
ヘッジ有効性の評価を行っております。ヘッジ有効性の評価はヘッジ対象とヘッジ手段
双方の理論価格の算定に影響を与える金利の状況を検証することにより行っておりま
す。

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係
る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、前払費用に計上
し５年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理して
おります。

株式給付引当金は、従業員向け株式報酬制度における株式交付基準に基づく親会社で
あるＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社の株式の交付に備
えるため、当年度末における株式給付債務の見込額を基準に計上しております。

（「ＬＩＢＯＲを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッ
ジ関係）
　上記のヘッジ関係のうち、「ＬＩＢＯＲを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取
扱い」（実務対応報告第４０号）の適用範囲に含まれるヘッジ関係の全てに、当該実務
対応報告に定められる特例的な取扱いを適用しております。当該実務対応報告を適用し
ているヘッジ関係の内容は、以下のとおりであります。
　
　ヘッジ会計の方法…繰延ヘッジ処理
　ヘッジ手段…金利スワップ取引
　ヘッジ対象…変動利付債券
　ヘッジ取引の種類…キャッシュ・フローを固定するもの



 

１４.

１５.

１６. 　金融商品に関する事項は次のとおりであります。
（１）金融商品の状況に関する事項

（単位：百万円）

預貯金
買入金銭債権
金銭の信託

運用目的の金銭の信託
その他の金銭の信託

有価証券
売買目的有価証券

責任準備金対応債券
その他有価証券

貸付金
保険約款貸付

一般貸付
金融派生商品（※1）

　　　当社では、保険業法第１１８条第１項に規定する特別勘定と、それ以外の一般勘
　　定に区分して資産の運用を行っております。
　　　特別勘定の資産の主な投資対象は、貸借対照表上の有価証券に表示されており、
　　契約者の特定の目的を果たすために当社が管理及び運用している投資信託でありま
　　す。
　　　一般勘定の資産の主な投資対象は、貸借対照表上の金銭の信託及び有価証券に
　　表示されており、安全性と中長期的な安定収益の確保を基本方針とし、債券を中心
　　とした運用を行っております。

　無形固定資産の減価償却の方法
（１）ソフトウェア
　　　　利用可能期間に基づく定額法によっております。
（２）リース資産
　　　　リース期間に基づく定額法によっております。

74,996 74,996

　　　特別勘定の資産から生じる損益は責任準備金繰入額もしくは戻入額により相殺さ
　　れるため、当社の損益には影響がありません。したがって、資産運用リスクは基本
　　的に保険契約者に帰属することとなります。なお、特別勘定のもとで投資した有価
　　証券は売買目的有価証券として時価で評価されております。
　　　一般勘定における定額個人年金保険及び定額個人終身保険に係る運用について
　　は、ＡＬＭ(資産負債総合管理)の観点から、市場リスク・信用リスク等に十分留意
　　した上で内外債券への投資を行っております。
　　　なお、資産運用リスクを含めた全社的なリスクの状況については、定期的に取締
　　役会に報告しております。

―

1,480,207 1,480,207

―
722

ヘッジ会計が適用されているもの（※2） (32,507) (32,507) ―

時価 差額

（２）金融商品の時価等に関する事項
　　　主な金融資産及び金融負債にかかる貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に
　　ついては、次のとおりであります。

（※１）金融派生商品によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、
　　　　合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。
（※２）ヘッジ会計が適用されているものには、金銭の信託内において実施し
　　　　ているものを含んでおります。

261,275 258,587 △ 2,687
(31,785) (31,785)

ヘッジ会計が適用されていないもの　 722 ―

261,512 258,824

2,078,352 2,078,352 ―

3,451,044 3,439,093 △ 11,950

237 237 ―

1,566,520 1,566,520 ―
△ 2,687

―

　　　上記で保有する運用資産には、主に市場リスク及び信用リスクがあります。
　　これらの資産運用リスクの管理にあたっては、当社の資本、収益状況等を考慮し、
　　リスク特性に応じたリスク限度を設定し、適切にこれを管理しております。

　保険金・支払備金の計上基準
　保険金等支払金（再保険料を除く）は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約
款に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しておりま
す。
　なお、保険業法第１１７条及び保険業法施行規則第７２条に基づき、期末時点におい
て支払義務が発生したもの、または、まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事
由が既に発生したと認められるもののうち、それぞれ保険金等の支出として計上してい
ないものについて、支払備金を積み立てております。

326,209 314,258 △ 11,950

貸借対照表計上額
764,633 764,633 ―

598,144 598,144 ―

1,558,314 1,558,314 ―



 

 

 

 

１７.

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

買入金銭債権
金銭の信託

運用目的
その他保有目的

有価証券
売買目的有価証券

その他
その他有価証券

国債・地方債等
社債
その他

金融派生商品
通貨関連

資産計
金融派生商品

通貨関連
負債計

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

預貯金
有価証券

責任準備金対応債券
国債・地方債等
社債

貸付金
保険約款貸付
一般貸付

資産計

（３）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
　　①預貯金及び買入金銭債権①預貯金及び買入金銭債権

②有価証券（金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む）

　　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額
　を時価としており、レベル２の時価に分類しております。

　　有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるもの
　はレベル１の時価に分類しており、主に国債がこれに含まれます。公表された相
　場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類し
　ており、主に地方債、社債がこれに含まれます。相場価格が入手できない場合に
　は、外部情報ベンダー又は取引先金融機関から入手した価格によっております。
　当該価格は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を用いて
　算定され、評価にあたっては観察可能なインプット（金利、為替レート等）を最
　大限利用している場合にはレベル２の時価に分類しており、重要な観察できない
　インプットを用いている場合にはレベル３の時価に分類しております。

― 258,587 ― 258,587
18,581 1,318,898 237 1,337,716

― ― 237237

主な金融商品の時価の内訳等に関する事項は、次のとおりであります。
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。
　レベル１の時価 : 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格に
　　　　　　　　 　より算定した時価
　レベル２の時価 : レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプッ
　　　　　　　　 　トを用いて算定した時価
　レベル３の時価 : 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの
　インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低い
　レベルに時価を分類しております。

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
― 74,996 ― 74,996
― 1,492,482 585,870 2,078,352
― 273,693 324,451 598,144
― 1,218,788 261,418 1,480,207

83,421 3,041,198 215 3,124,834
10,855 1,547,458 ― 1,558,314
10,855 1,547,458 ― 1,558,314
72,566 1,493,739 215 1,566,520
72,566 60,875 ― 133,441

― 1,032,943 ― 1,032,943
― 399,920 215 400,135
― 1,106 ― 1,106

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

― 1,106 ― 1,106
83,421 4,609,782 586,085 5,279,289

― 383 ― 383

295,677 ― 314,258
18,581 295,677 ― 314,258

― 383 ― 383
― 383 ― 383

18,581 3,869 ― 22,450
― 291,808 ― 291,808
― 258,587 237 258,824

― 764,633 ― 764,633
18,581



 

③貸付金

④金融派生商品（金銭の信託において信託財産として運用している金融派生商品を
　含む）

①重要な観察できないインプットに関する定量的情報

②期首残高から期末残高への調整表、当会計期間の損益に認識した評価損益
（単位：百万円）

期首残高
　当会計期間の損益又は評価・換算差額等

損益に計上
その他有価証券評価差額金 

　購入、売却、発行及び決済
購入
売却
発行
決済

　レベル３時価への振替え
　レベル３時価からの振替え
期末残高

③時価の評価プロセスの説明

④重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
　　記載すべき事項はありません。

　　投資信託は活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１
　の時価に分類しており、上場投資信託がこれに含まれます。非上場投資信託は取
　引先金融機関等から提示された基準価額を用いておりレベル２の時価に分類して
　おりますが、基準価額に重要な観察できないインプットを用いている場合にはレ
　ベル３の時価に分類しております。

　　保険約款貸付は、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により返済
　期限を設けておらず、返済見込み期間及び金利条件等から時価は帳簿価額と近似
　しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル３の時価に
　分類しております。
　　一般貸付は、取引先金融機関により入手した価格によっております。当該価格
　は、観察可能なインプット（金利、為替レート等）を最大限利用しており、レベ
　ル２の時価に分類しております。

　　金融派生商品については、金利スワップ取引、通貨スワップ取引、債券先物取
　引、為替予約取引が含まれており、外部情報ベンダー又は取引先金融機関から入
　手した価格によっております。当該価格は、取引の種類や満期までの期間に応じ
　て割引現在価値法等の評価技法を利用して算定され、評価にあたっては観察可能
　なインプット（金利、為替レート等）を最大限利用しており、レベル２の時価に
　分類しております。

　　記載すべき事項はありません。

　　当社は運用管理部門にて時価の算定に関する方針及び手続を定め、これに沿っ
　て時価評価モデルを策定しております。運用管理部門は当該モデル、使用するイ
　ンプット及び算定結果としての時価が方針及び手続に準拠しているか妥当性を確
　認しております。また運用管理部門は当該確認結果に基づき時価のレベルの分類
　について判断しております。外部情報ベンダー又は取引先金融機関等から入手し
　た価格を時価として利用する場合においては、使用されている評価技法及びイン
　プットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により、妥当性を
　検証しております。

―

586,085

―

―
585,870

合計
386,655

42,945
38,063
4,882

156,484

―
―

―
―

―
―
―

173,781

（４）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル３の
　　時価に関する情報

156,356

16,566

―

当会計期間損益に計上した額のうち貸借
対照表において保有する金融資産及び金
融負債の評価損益

金銭の信託
386,562

42,951
38,063
4,887

△ 17,297

16,566

―
―

215

173,653

有価証券
92

△ 5
―

△ 17,297

△ 5

128
128
―



 

 

 

 

  

１８.

１９. 　有形固定資産の減価償却累計額は1,922百万円であります。

２０.

２１. 　関係会社に対する金銭債権の総額は46百万円であります。

２２. 　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、次のとおりであります。
　（繰延税金資産）
　　　価格変動準備金 百万円
　　　その他有価証券評価差額金 百万円
　　　保険契約準備金 百万円
　　　その他 百万円
　　　繰延税金資産小計 百万円
　　　評価性引当額 百万円
　　　繰延税金資産合計 百万円
　（繰延税金負債）
　　　繰延税金負債合計 百万円
　　　繰延税金資産の純額 百万円

２３.

２４.

２５.

２６.

２７.

２８.

２９.

３０. 　金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

　退職給付に関する事項は次のとおりです。

（１）採用している退職給付制度の概要
　　　　当社は、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
（２）確定拠出制度
　　　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、163百万円であります。

6,127
113,623

　当年度における法定実効税率は28.00％であり、税効果会計適用後の法人税等の負担率
は26.49％であります。法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差
異の主要な内訳は、過年度法人税等の戻入等△0.91％及び永久に益金又は損金に算入さ
れないものに係る差異△0.67％であります。

　１株当たり純資産額は11,410,903円78銭であります。

24,432
11,416

119,751
△0

119,750

　売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有している資産は、再保険取引
で借り入れている有価証券13,790百万円であり、全て自己保有しております。

　担保に供されている資産の額は、有価証券58百万円、預託金5,624百万円であります。

　当社は、当年度から、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会
社を連結納税親会社とする連結納税制度から同会社を通算親会社とするグループ通算制
度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処
理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関す
る取扱い」（企業会計基準委員会　実務対応報告第４２号）に従っております。また、
実務対応報告第４２号第３２項（１）に基づき、実務対応報告第４２号の適用に伴う会
計方針の変更による影響はないものとみなしております。

　平成８年大蔵省告示第５０号第１条第５項に規定する再保険契約に係る未償却出再手
数料の当期末残高は25,726百万円であります。

55,491

　保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する
再保険を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額は
1,441百万円であり、同規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責
任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は639,140百万円であります。

　保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産の額は1,569,434百万円であります。な
お、負債の額も同額であります。

　消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表計上額は、71,080百万円で
あります。

28,409



2022 年４月１日から 

 2022年度                   損益計算書 

 2023年３月 31日まで 

 

(単位： 百万円)

金額

1 ,791 ,523              

1 ,349 ,832              

1,220,420                   

129,411                      

266 ,420                

77,123                        

預 貯 金 利 息 115                            

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 66,574                        

貸 付 金 利 息 10,317                        

そ の 他 利 息 配 当 金 115                            

162,891                      

117                            

6,238                          

466                            

19,474                        

5                                

103                            

175 ,270                

4,394                          

4,679                          

165,919                      

277                            

1 ,760 ,502              

1 ,641 ,421              

150,812                      

86,647                        

283,121                      

765,165                      

7,557                          

348,117                      

46 ,533                  

11                              

13,568                        

218                            

33                              

32,700                        

59 ,475                  

13 ,072                  

8,218                          

4,850                          

3                                

31 ,020                  

特 　別 　損 　失 4 ,153                   

4 ,153                   

26 ,867                  

5 ,878                   

1 ,239                   

7 ,117                   

19 ,749                  

そ の 他 経 常 収 益

そ の 他 の 経 常 費 用

有 価 証 券 償 還 損

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用

税 金

そ の 他 運 用 費 用

特 別 勘 定 資 産 運 用 損

減 価 償 却 費

科　　　　目

経　　常　　収　　益

保 険 料 等 収 入

保 険 料

再 保 険 収 入

資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

金 銭 の 信 託 運 用 益

有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益

為 替 差 益

そ の 他 運 用 収 益

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 額

年 金 特 約 取 扱 受 入 金

そ の 他 の 経 常 収 益

経　　常　　費　　用

保 険 金 等 支 払 金

保 険 金

支 払 備 金 戻 入 額

責 任 準 備 金 戻 入 額

資 産 運 用 費 用

年 金

給 付 金

解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金

再 保 険 料

支 払 利 息

有 価 証 券 売 却 損

当 期 純 利 益

経　　常　　利　　益

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額



 

(損益計算書の注記)

１.

２.

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．　関連当事者との取引に関する事項は、重要性を勘案し、記載を省略しております。

１０．

２０２２年度

　有価証券売却損の主な内訳は、国債等債券42百万円、外国証券13,525百万円であります。

　支払備金戻入額の計算上、足し上げられた出再支払備金繰入額の金額は633百万円、責任準
備金戻入額の計算上、足し上げられた出再責任準備金繰入額の金額は294,630百万円でありま
す。

　金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

　有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券83百万円、外国証券6,154百万円であります。

　関係会社との取引による費用の総額は23百万円であります。

　再保険収入等には、平成８年大蔵省告示第５０号第１条第５項に規定する再保険契約に係る
未償却出再手数料の増加額27,690百万円を含んでおります。再保険料には、平成８年大蔵省告
示第５０号第１条第５項に規定する再保険契約に係る未償却出再手数料の減少額1,815百万円
を含んでおります。

　金銭の信託運用益には、評価益が106,857百万円含まれております。

　１株当たり当期純利益は1,500,845円04銭であります。なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

　売買目的有価証券運用益の主な内訳は、利息及び配当金等収入49百万円、売却益33百万円、
評価益34百万円であります。




